
I,問題の所在

日本社会では,1980年 代から外国人労働者が増

加 し始めてきた。屋外作業を伴う現業など身体的

負担の大きい分野における外国人の就労が注目さ

れるとともに,就労資格のない外国人の不法就労

や不法残留が問題視されるようになってきた (梶

田,1994)。 ところが,1990年 (平成 2)6月 か

ら施行された「出入国管理及び難民認定法」によ

り,日 系人三世 。三世には「日本人の配偶者等」

や「定住者」 といった就労に制限のない在留資格

が与えられ,そ れ以降南米から日系人が数多 く就

労を目的に来日するようになった。2000年 (平 成

12)12月 現在の日本における外国人登録数を見る

と,韓国 。朝鮮,中 国に次いで 3番 目にブラジル

人が多 く,254,394人 を数える。ベルー人も比較

的多く,46,171人 となっている (財 団法人人管協

会,20()1)。 20()4年 (平成16)12月 現在のブラジ

ル人登録数は,286,557人 に達 している 1)。 今や

日本社会とくに労働市場において日系人とくにブ

ラジル人が重要な役割を担っているといえる。

1990年代の日本社会における南米からの日系人

の動向は, まず社会学・文化人類学の研究対象に

なり,愛知県豊田市 (都築,1993),静岡県浜松

市 (渡辺,1995,池上,2001),群馬県太田市・

大泉町 (喜 田川,1995。 1997・ 1999,渡辺,1995,

小内・酒井,2001)な どで,ブラジル人を中心と

した就労状況や社会生活が現地調査にもとづいて

実証的に明らかにされている。また,教育社会学

の分野でも,日 本の公立小中学校におけるブラジ
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ル人などの動向を把握 した研究に,愛知県 T市

(太 田,2000),静岡県X町 (池上,2001),首 都

圏のA市 (志水・清水,2001),群馬県太田市・

大泉町 (小 内,2003)な どでの事例がある.公立

小中学校における外国人児童・生徒に関する教育

実践のあ り方を述べたものも数多い (中 西・佐

藤,1995,梶 田ほか,1997な ど)。 外国人児童・

生徒のアイデンテイティ形成やそれに伴う問題点

などを論 じた研究も見られる (広 田・藤原,1994,

大田,2000,関 口,2003な ど)♪ しかし,こ れる

の社会学,文化人類学,教育社会学などの諸研究

では,ブラジル人に関する全国的な分布動向にほ

とんど着目しておらず, また,それぞれの事例研

究においては背景にある産業動向や周辺地域の把

握が不十分なものが多い。

地理学の研究においては,公表されている統計

資料を駆使 し,金田・角本 (1997)が各都道府県

および主要都市におけるプラジル人をはじめとす

る外国人の登録状況を把握 し,ブラジル人が地方

都市に数多 く居住 している事実を明らかにしてい

る。また,法政大学日本統計研究所 (1994)は 関

東 。中部地方について,清水・中川 (2002)は 首

都圏について,市町村レベルの外国人登録数資料

を用いてブラジル人などの居住分布を明らかにし

ている。いっぼう,岐阜県美濃加茂市 (吉 田 ,

1992ab),群 馬県大田市 。大泉町 (一橋大学社会

地理学ゼ ミナール,1994,中 村,2000,千葉 ,

2001,戸井田,2002),静岡県小笠町 (大谷,1998)

などの事例研究では,地域の産業動向との関わり

に注意が払われブラジル人の就労状況や生活実態

*奈良教育大学

―-33-―



が具体的に明らかにされている。 とくに,千葉

(2001)は 大泉町でブラジル人の集住を背景に各

種のエスニックビジネスが発生するとともにエス

ニックタウンが形成されていった過程を詳細に明

らかにしている。

渡辺 (1995)な どが明らかにしているように,

就労目的で来日したブラジル人が家族を帯同する

場合,1990年 代前半は就学年齢相当の子どもが日

本での就学を希望すれば公立小・中学校に通うこ

とが一般的であつた。ところが,後述するように

1990年代の半ば頃かる日本においてブラジル入学

校が設置されるようになり,居住する地域の近辺

にブラジル人学校が設置 されている場合は,児

童 。生徒の就学先を選択することが可能になって

きた (志水・清水 ,2001).在 日ブラジル人学校

連盟 2)資料によると,日 本におけるプラジル人

学校数は,2001年 (平成13)4月 現在で40校以上

に達 している。ブラジル人学校の存立は,当該地

域におけるブラジル人の集住を基盤とするもので

あり,すみわけ (セ グリゲーション)の一端を示

す現象であると判断される。これらブラジル入学

校の経営状況や教育内容については,断片的であ

るが群馬県大田市 。大泉町に設置された PT校 と

PR校の実態が明らかにされている (小 内・酒井 ,

2001)。 また,東海地域において大規模な外国人

学校の実態調査を手掛けた今津 。松本 (2001)

は,ブラジル人学校 8校の実態を詳細に報告 して

いる。さらに,藤原 (2001)は 大田市 。大泉町の

ブラジル人学校の経営状況とともにそこに通う児

童 。生徒および教員の意識調査まで試みている。

小内 (2003)は ,そ うした意識調査をより多面

的・大規模に実施 したうえで,大田市 。大泉町の

ブラジル人の子どもをめぐる実態や諸問題を具体

的かつ詳細に明らかにしている。 しかし, これら

の研究ではプラジル入学校展開の全国的動向につ

いては十分にオ巴握されていないという問題点があ

る。

以上のような日本社会における外国人とくにブ

ラジル人をめぐる諸状況や研究動向を踏まえ,本

研究では次の点を明らかにすることを目的とす

る。

(1)2000年 (平成12)12月 現在の統計資料を

用いて, 日本におけるブラジル人3)の居住分

布状況について明らかにする。ここでは,都道

府県別 。国籍別外国人登録数資料 (財 団法人入

管協会,2001)と 主要な県について筆者が収集

し得た市区町村別 。国籍別外国人登録数資料を

用いて事実関係を明らかにするゥ

(2)日 本における1990年代半ば以降のブラジ

ル人学校の展開状況を明らかにする。 ここで

は,先行研究における記述のほか,現状につい

てはブラジル大使館および在日ブラジル入学校

連盟が作成 した資料を用いて事実関係を明らか

にする。また,大泉町での現地調査によって得

た資料をもとにブラジル人学校の経営状況やカ

リキュラムについても明らかにする。

(3)事 例地域として群馬県大泉町を取 り上げ,

大泉町における学齢期にあるブラジル人児童・

生徒の就学状況を明らかにする。現地調査に

よって得た資料を用いて,公立小中学校・ブラ

ジル人学校それぞれに通っている児童 。生徒の

数や状況について事実関係を明らかにするとと

もに,「不就学J児童・生徒数も明らかにする。

大泉町におけるブラジル人学校をめぐる最近の

動向についても述べたい。

(3)の事例地域 として大泉町を取 り上げたの

は,後述のように,大泉町におけるブラジル人に

よる外国人登録割合が全国の市区町村の中でもっ

とも高い点に注目したことによる。また,Jヽ内・

酒井 (2001)や 小内 (2003)を はじめ大泉町を事

例とした先行研究が豊富であることも考慮 したた

めである。

(2)(3)に ついては,小内 (2003)が すで

に詳細に述べているが,見落としている事実関係

や筆者とは見解の異なる問題がある。そのため
,

本研究では小内 (2003)の 成果を随時援用 しつ

つ,筆者の現地調査にもとづき,教育問題に関す

る地域的動向を再検討 し明らかにしたい。とくに

ここで力点を置いて述べようとすることは,大泉

町という地域を事例に取 り上げ,ブラジル人学校

が設置されたことによって,ブラジル人児童 。生

徒の就学状況が具体的にどのような変容を遂げて

いったかについて明らかにすることである。この

点が従来の研究では不十分だったためである。
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Ⅱ.ブ ラジル人の外国人登録状況

1.都道府県別登録状況

ブラジル人の登録状況を都道府県別に見ると,

次のような特徴があることに気付 く (財 団法人入

管協会,2001).

ア.ブラジル人の登録数が 1万人を超える県が10

県あるが,こ れらは関東地方,中部地方,近畿

地方に集中している (第 1表 )。 とくに 1位の

愛知県 (47,561人 )と 2位の静岡県 (35,959人 )

を合計すると83,520人 となり, この 2県 だけで

日本全体の約 3分の 1を 占めることから,と く

に東海 2県への集中が顕著であることがわか

る.登録数が 1万人を超える10県のうち他国の

外国人登録数と比較 してブラジル人の登録数が

もっとも多いのは,茨城県,群馬県,長野県 ,

岐阜県,静岡県,三重県,滋賀県である。これ

らに該当しない埼玉県,神 奈川県,愛知県は
,

韓国 。朝鮮 または中国の登録数が もっとも多

い。ちなみに,関東・中部地方では.栃木県 ,

山梨県などもブラジル人の登録数が比較的多

く, しかも他国と比べてもっとも多い。

イ.政令指定都市を有する都道府県でもブラジル

人の登録数が1,000人 以下のところがあ り,大

第1表 都道府県別ブラジル人登録数

都市でブラジル人の登録が多いとは考えにく

い。この点は,金田・角田 (1997)がすでに指

摘 しているとおりである。

ウ.北海道 。東北・四国 。九州すなわち日本の縁

辺部各県における登録数は少ない。とくに四国

4県で計838人 ,九州 7県で計908人 というよう

に,ブラジル人の登録数が極端に少ない地方・

県があることもわかる。

以上のア, イ,ウ の特徴は,韓国・朝鮮,中国

の外国人登録状況とは大きく異なる点である。ち

なみに,ベ ルー人の都道府県別登録状況は,ブラ

ジル人のそれと比較的傾向が似てお り,関東地

方,中部地方,近畿地方に多いが,最 も多いのは

神奈川県である。

2. 市田丁本拐」登録 1犬況

都道府県別ブラジル人登録数が 1万 人を超える

前述の10県 に栃木県,千葉県を加えて,関東 。中

部・近畿地方の12県 について市区町村別のブラジ

ル人登録状況を明らかにするcこ こでは,該当す

る各都県から直接取 り寄せた統計資料または各県

が公開しているホームページの検索によって得た

統計資料にもとづいて検討する 1っ

入手 した統計資料により,ブラジル人の登録数

が50()人 以上の市区町村を選び出して,そ の一覧

を示 したものが第 2表であり,分布状況を把握す

るために作成 したのが第 1図 である。第 2表 で

は,取 り上げた市区町村について登録数とともに

推計人口に対する割合も示した。これは,そ れぞ

れの市区町村におけるプラジル人登録数 ととも

に,全 人「 Jに対する密度を把握することが大切で

あると判断したためである。

第 1図 かい,ブラジル人の登録数の多い市区町

村が,い くつかの地域に集中していることが明ら

かである。とくに集中しているのは,群馬県・栃

木県・茨城県・埼玉県を含む北関東方面 と静岡

県・愛知県・岐阜県・三重県にかけての東海方面

である。また,長野県の盆地に分布する市町村や

旧東海道付近にあたる三重県から滋賀県にかけて

分布する近畿地方内陸の市町村にも比較的集中し

ている状況が読み取れる。これらは,各種製造業

が集中している地域 とおおよそ重なっているとい

(2000年 12月 現在,L位 15位 )

都道府県名 登録数 (人 ) 全国比 (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

愛知県

静岡県

長野県

三重県

群馬県

岐阜県

埼玉県

神奈川県

茨城県

滋賀県

栃木県

千葉県

人阪府

山梨県

東京都

47.561

35,959

19,945

15,358

15,325

14,809

12,831

12,295

10、 803

10,125

8,315

6,379

4,906

4、723

4.645

18.7

14.1

7.8

60

6.0

5.8

5.0

4.8

4.2

4.0

33

2.5

1.9

1.9

1.8

注)財 団法人人管協会 (2001)よ り筆者作成
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第 2表  ブラジル人登録数500人以上の市区町村 (関 東 。中部・近畿,2000年 12月 現在 )

県合計 ,人 市区町 |す 名 登録数 ,人 へ「I比 .°。 県 合言l入 市区町村 名 登鋤麒護 人 人 | 比 ,% 県合計,人 市I{町村名 登録数,メ、 人11比 ,%)

茨城県

11,678

}:'南 lr

結域 |∫

水海道 |

神栖町

石 ド町

064

119

386

116

349

長野県

20.227

11卜 l ill

諏訪市

矛野市

fЛ りS Ilf

飯田市

松本市

塩尻市

長野市

御代田町

箕輪町

豊科町

穂高町

“

９‐

％

Ю

“

舵

％

“

”

“

１７

”

“

餡

“

”

贅

６０

”

Ｈ

”

”

器

帆

受知県

47744

名古屋市港 lX

71 μf畦 市南|ズ

豊綺市

岡山キ|「 F

瀬ア「市

半1上l市

春 H井市

串川市

碧 1菊 r,

刈谷市

寵田市

安城市

西尾市

小牧市

稲沢市

人府市

知立市

高

'り

I II∫

ア1倉 II∫

束油町

l,295

657

8.817

3.254

574

67(〕

615

2.236

1.360

1,124

5,222

1,972

1.586

3、729

921

703

1,179

645

735

663

獅
Ⅲ
狙
瑯
川
Ⅷ
Ⅵ
闇
効
鰤
即
閾
晰
Ⅷ
既
削
鵬
叩
晰
晰

栃木県

8,555

.::都
宮 ,

足利市

佐野市

/1ヽ 111市

東岡市

黒磯市

1,33()

869

509

1.78()

1、 232

53(〕

030

053

061

114

190

090

群馬県

15.717

前橋市

伊勢山奇||

尺田 ilf

境町

人泉町

821

3,116

3.349

935

4.454

tL29

2′ 11

224

298

10`15

岐申県

14.809

人lli市

関 |∫

美濃加茂‖

各務原市

lJ:じ 市埼 玉県

13,276

||1越 市

|II市

イ「卜II市

所沢市

べlli lll

東松 111可

鴻巣市

|_里 町

019

015

091

017

162

075

r)72

2()h

輛『司[早

36476

浜松 lll

ャ青水市

宮 11市

磐 1■ llJ

焼津 市

掛 |1市

御殿場 市

袋 ,「 市

浜北市

湖 lll市

4秦 )京 肛「

浜岡町

小笠町

菊川町

人東町

竜洋町

豊|ll田 J

ll,182

807

1.626

2、394

1,131

966

1,109

1.126

944

1.766

613

639

1,408

1.059

1.126

908

738

192

034

070

275

096

12()

134

187

111

4()3

241

260

91)5

33・ 1

514

458

255

1重県

15.574

津 ||∫

四 l]市 1

松阪市

上野市

鈴鹿市

亀山市

1,825

_/,698

561

2.005

3、452

1,115

112

092

045

325

185

282

千葉県

6.537

船僑市

市原市

八千代市

014

()21

048 滋賀県

1(),279

大津 lll

彦根市

長浜市

′ヽ[1市 市

栗東町

甲西町

水「!田 J

受知川町

神奈 |1県

12.565

横浜市鶴見区

川崎市チ1山奇区

平塚 市

藤沢市

相侵原市

秦野市

厚 本市

綾瀬市

()52

()35

043

024

010

045

03()

()82

注)各県の資料により筆者作成。ただし岐阜県は財団法人入管協会 (2001)に よつた。各県の合計人数は,岐阜県

を除き表 1と 一致していない。

えよう (北 り‖, 2005)。

第 2表によつて個々の市区町村を検討すると,

ブラジル人の登録数が1,000人 を超える市区町村

が48,2,000人 を超える市区町村が16,そ れぞれ

存在することがわかる。とくに, 1万 人を超える

浜松市,5,000人 を越える豊橋市および豊田市 と

いった存在は,ブラジル人を背景とするエスニッ

クタウンの形成を十分に想起させるものである。

いっぽう,全人口に対するブラジル人の登録数

の割合が 3パ ーセントを超える市区町村が15存在

し, とくに10パ ーセントを超えている群馬県大泉

町や約 9パ ーセントの静岡県小笠町のように,全
人口の約 1割 を占める地域があることは注目に値

しよう。群馬県大泉町の場合,周辺の伊勢崎市・

太田市 。境町まで含めるとブラジル人の登録数は

合計で 1万 人を超えてお り,北関東の中でも集中

が顕著な地域の核心地になっていると考えられ

る。また,静岡県小笠町の場合も,隣接する浜岡

町 。菊川町 。大東町をも含めるとブラジル人の登

録数は4,000人 を超 し, この方面の核心地になっ

ていると考えられる。

本研究で取 り上げる大泉町および隣接する大田

市には電気機械および自動車の完成品組立工場が

立地 してお り, これらを中心とする金属・機械 ,

プラスチック加工などからなる工業集積が見られ

る (千葉,2001).佐藤 (1986)に よれば,こ う

した工業集積は第二次大戦前の軍事産業に淵源を

持ち,戦後は1960年頃から加速的に集積が進ん

だ。 しかし,下請け工場の多い大泉町では1980年

代時点ですでに労働力構造が不安定な傾向,す な
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第 1図  ブラジル人登録数500人以上の市区町村一関東 。中部 。近畿,2000年 12月 現在 (第 2表で用いた

資料により筆者作成)

わち若年女子,主婦パー トタイマー,季節工への

依存度が高い傾向にあったという。このことはよ

り高賃金で安定 した就労を望む労働力の新規参入

を阻み,1990年 以降はここにブラジル人が代替 し

て参入し空白を埋めていく役割を果たしたといえ

る。その結果,大泉町におけるブラジル人登録数

は, 1990年821人 , 1995年 2,821人 ,2000年 4,454人

と飛躍的に増加 していった 5。 この増加 に伴っ

て,大泉町を東西に貫 く国道354線をはじめ沿道

にはブラジル人向けのレス トランやレンタルビデ

オ店など各種のエスニックビジネスが集積 し,こ

れらがもたらす利便性を求めて大泉町にはさらに

ブラジル人が集まってくるという循環ができて今

日に至っている (千 葉,2001).こ の背後では ,

町立図書館でポル トガル語の書籍を配置するなど

行政がさまざまな対応を行ってきたことや,教育

委員会が公立学校へのブラジル人児童 。生徒の受

け入れに積極的に対応 したことをはじめ,地域社

会側の努力があったことも見逃せない。

本研究で取 り_Lげているブラジル人学校は, こ

うした一連の動向,す なわち,大泉町におけるブ

ラジル人登録数の顕著な増加 と関わって発生 して

きたものであるといえよう。また,大泉町に限ら

ずブラジル人登録数が多い全国の市町村は,そ れ

ぞれの地域で集住に至るメカニズムが働いた結果

であるともいえよう。

Ⅲロ ブラジル人学校の展開

1.プラジル人学校の現状

ここでいうブラジル人学校とは,原則として
,

ブラジル人教師がブラジル人児童・生徒を対象

に,ブラジル本国の教育課程にもとづき,ブラジ

ル本国で使われている教科書を用いて,ポ ル トガ

ル語で教育をする組織・機関のことであるc来 日

しているブラジル人にとって,ブラジル人学校に

児童・生徒を通わせる最大の長所は,児童・生徒

のブラジル人としてのアイデンテイテ イを保持で

きることおよび日本の公立小中学校と比較 して当
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第 2図  ブラジル人学校の分布―関東 。中部・近畿,2001年 4月 現在 (ブ ラジル人学校連盟の資料により筆者

作成,図中の●ひとつが 1校を示す )

第 3表 群馬県大泉町および周辺のブラジル人学校 (2000年 8月 または10月 )

学校名 属 性 開校時期 授業料 生徒数・全体 生徒数・在大泉町

PT校

PR本交

CN本交

政府公認校 1999年 4月 月 万 円 179名 43名

13名

22名

政府公認校

公認予定

1998年 4月 月25万 円 156名

80名
一
約1997年頃 月2.5万 円

RE本交 塾 1996年頃 週 1 回月 8千円 約 90名 14名

注)筆者の現地調査により作成

該の児童 。生徒が来日後ただちに学校生活に適応

できる点であろう。また,ブラジルに帰国した場

合も,た だちに本国の学校生活に適応できるもの

と期待される。いっぽう短所は,公立小中学校の

場合には不要な授業料の負担を伴う点であろう。

また,ブラジル入学校までの通学に膨大な時間を

要する場合もあると考えられる。

2000年 (平 成12)12月 現在でブラジル大使館が

非公式に作成 した資料によれば, 日本におけるブ

ラジル入学校は35校存在する。2001年 (平 成13)

4月 現在で在日ブラジル人学校連盟に加入してい

る学校は41校である。その41校の分布を示 したも

のが第 2図 である。第 1図 で示 したブラジル人の

集住状況と密接な関連があるといえよう。

では,こ のようなブラジル入学校は, 日本にお

いていつ頃から設置されるようになってきたので

あろうか。

高橋 (1998)は ,1990年 代半ばから後半にかけ

てのブラジル人をめぐる教育事情を「ブラジルヘ

の帰国準備を念頭に置いた教育機関は,こ こ数年
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急増しているJと 記述している。そ

の「教育機関」の中身について具体

的には (1)「 ポルトガル語教室J,

(2)「 ブラジルの教育制度に則った

正規の修了資格の取得できる学校」,

(3)「資格は取得できないが教科学

習中心の塾Jの 3タ イプがあるとし

ている.(2)の 「学校」は,「 日本

国内に3つ」あるが,すべて「通信

制」であり, 日本の公立小中学校に

通いながらの「ダブルスクール」が

一般的であるとしている。

いっぽう,今津・松本 (2001)で

は,愛知県豊田市で1995年 4月 に設

置されたとする E校が,1996年 11

月の調査時点で「午前,午後,夜間

の 3部 あり,生徒数は80人 くらい

で,夜間はボルトガル語だけのクラ

スだった。」と具体的に記述してお

り,こ れによるとE校が高橋 (1998)

のいう「ダブルスクールJに該当す

るとは一概にいえないcち なみに,

田島 (1995)は ,「最近,浜松で設

立された日系入学校Jと 記述してい

るが,その具体的中身は不明であ

る。

先行研究における以上の記述を踏まえると, 日

本におけるブラジル人学校は,萌芽的な形態のも

のが1995年 頃に設置され,そ れ以降,徐 々に増え

ていったものと考えられる。

ブラジル大使館の教育関係担当者の話 6)に よ

ると,ブラジル本国側から見た場合,ブラジル人

が多数出稼ぎに行っている外国は,日 本だけでは

なくアメリカ (合衆国),パ ラグアイなどがある。

とくにアメリカには約50万 人ものプラジル人が出

かけているという。しかし,教育問題が社会問題

として顕在化し,ブラジル入学校が多数設置され

るにいたつているのは日本だけであるという。そ

の理由には,日 本とブラジル間に横たわる言語 。

文化的差異の大きいことが挙げられた。

第 3表に示すように,大泉町および周辺で筆者

が直接調査 し得たブラジル入学校は「塾」を含め

第 3図 群馬県大泉町および周辺におけるブラジル人学校の分布―

2000年 10月 (昭 文社エアリアマ ソプをベースに現地調査結

果を加えて筆者作成 )

て 4校であったが,設置時期は, もっとも早いも

ので RE校の1996年 (平 成 8)頃であつた。その

後,CN校 が1997年 (平成 9)に ,PR校が1998

年 (平成10)に ,PT校 が1999年 (平成H)に ,

それぞれ設置 されている。なお,PR校 とPT校

はそれぞれ大田市に設置されているが,大泉町に

近接 しているため,こ こでは大泉町のブラジル人

学校 として一括 して取 り扱 うことにする (第 3

図).

2.ブラジル人学校の運営形態と法的地位

今津 。松本 (2001)に よると,ブラジル人学校

の運営形態には次の 3タ イプが見られる。

(1)ブ ラジルで教師をしていた人が,経験を

生か してポル トガル語で勉強を教えたことが

きっかけになり,学校 (塾)を経営するように

――――― 行政界

一

鉄道・駅

―

田道

|   | 工棠団地

[   大泉町立小学校

J   大泉町立中学校

■  プラジル入学校

PR校
■ PT校
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なったケース

(2)日 本人経営者がブラジル人教師を雇って

学校経営するケース

(3)ブ ラジル本国で学校経営をしている教育

機関が日本に進出して姉妹校を作るケース

(1)は ,今津・松本 (2001)が挙げた 8校の

ブラジル入学校では A塾・B校が,第 3表で挙

げた大泉町の 4校の中では RE校がこれに該当す

ると思われる.いずれの事例とも,現在塾・学校

の経営に専念しているブラジル人は,ブラジルで

の教職経験者であ り,かつ,当初の来日目的は就

労である。工場などでの就労のかたわる身辺のブ

ラジル人に頼まれ,ブラジル人の子どもにポル ト

ガル語で勉強を教えるようになっていって,やが

て,塾・学校経営者として独立 していくという過

程が見られる。いわば自然発生的に生まれてきた

ものであるともいえる。この背景には,ブラジル

から就労目的で来日している人たちに高学歴者が

多数含まれ (中 村,2000,小 内・酒井,2001),

ブラジルでの教職経験者 71も 多数含まれている

という事実があろう。なお,大泉町などにおける

筆者の調査によると,(1)(2)(3)の いずれ

の場合でも,雇用されている教員の大半は,現地

雇用すなわち就労目的で来日しているブラジル人

の教職経験者を採用しているものであるc

今津 。松本 (2001)がいう (2)の「日本人経

営者」の意味は必ず しも明瞭ではないが,お そら

くは,(1)(3)の 経営者が,いずれもブラジル

人であることと対比 させたものと思われる。今

津・松本 (2001)が挙げた 8校の中では,D校 と

H校がこれに該当するものと思われる。D校は人

材派遣会社が学校を経営 している事例であ り
,

いつぽう H校 は 日本人教育者がブラジル人児

童・生徒の教育に関心を抱いて,彼 らの教育を手

掛けるようになり,やがてブラジル入学校に発展

していったものであると思われる.し かし,筆者

が大泉町で調査 したCN校の場合,経営者の T氏

は日本国籍を有するが,ブラジルでの約40年間に

及ぶ居住歴があり,ボ ル トガル語をも使いこなす

ことから「純粋な日本人」とはみなしがたい側面

を持っているっ

(3)のブラジル本国から進出してきたケース

の典型例は,群馬県太田市と大泉町との境界付近

に設置 された円 校である。この PT校 は,ブラ

ジル本国で約2,000校の学校をすでに経営 してい

るグループが日本にも進出してきたものである。

2001年 (平成13)4月 現在,大田市のほか栃木県

真岡市,静岡県浜松市,愛知県半田市に設置され

てお り,国内に計 4校展開している。

これらブラジル入学校の法的地位はどのような

位置づけにあるのであろうか。

ブラジル人学校は, 日本の学校教育法第一条で

いう学校 (い わゆる「一条校」)に は該当せず ,

各種学校に相当する。ブラジル人学校への日本政

府や自治体からの公的支援は全 くないことにな

る.こ の点は,他の外国人学校と基本的に同様で

ある。

日本のブラジル人学校は全て私立経営であるた

め,ブラジル人学校に児童・生徒を通わせようと

すると,授業料のほか,教科書代,必要な場合は

スクールバス経費などを保護者は負担 しなくては

ならない。円 校の場合,授業料が月40,000円 ,

教科書代は 5～ 8学年の児童 。生徒用で年間18,000

円, スクールバスを利用すると月10,000円 の経費

負担が必要であるら 2人以上の児童 。生徒を同時

に PT校 に通わせようとすると,月 額10万 円以上

の経費負担となるcこ れに対 してブラジル政府か

らは資金援助はないが,一定の基準を満たしてい

る学校についてはプラジル教育省が「政府公認

校」 として認可を与えている 8,。 ブラジル人児

童 。生徒にとって,認可が与えられた学校に通っ

ていれば,ブラジル本国に帰国した場合,ス ムー

ズに本国の学校で相当学年に復帰できるという利

点がある。 したがって,ブラジル人が帰国を前提

に日本に滞在 しようとすれば,経費負担の問題を

別にして,当該の児童・生徒にとってはブラジル

人学校のほうが有利であるといえる。このブラジ

ル政府公認校は,新海ら (2001)に よると,2001

年 (平成13)9月 現在日本全体で20校 設置されて

いる。

ところで,ブラジル入学校に関して重要である

と思われることのひとつに学校の敷地や施設の問

題がある。大泉町のブラジル人学校では,(1)
ひとつの建物の一部分を借用 し教室に当てている
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写真l PT校の校舎全景 (2000年 8月 筆者撮影 )

場合 (CN校 ,RE校),(2)工 場に利用されて

いた建物をひと棟借用し改装 して校舎に当ててい

る場合 (PT校 ,写真),(3)プ レハブ校舎を新

築 して当てている場合 (PR校 ),の 3タ イプが見

られたc他地域での観察事例 9)で は,ひ とつの

建物全体を借用し改装 して校舎に当てている場合

も見られたが,いずれにしても日本の 一般的な学

校と比較して,全般にブラジル入学校の敷地は狭

く,施設は貧弱な状況である。これは, 日本政府

およびブラジル政府から資金援助のない中で私立

学校を経営 していこうとすれば当然の結果であろ

うが,日 本の学校との差異は大きく矛盾があると

いわぎるをえない。

給食の問題 も日本の公立小中学校との差異がき

わめて大きい。ブラジル入学校の給食は,大泉町

で筆者が確認 し得たものに関する限 り,業者が配

達する「弁当」であつた。PT校の場合,児童 。

生徒ひとりあたりの給食費は中学生相当で最大 1

か月で8,800円 にもなり,日 本の公立中学校の倍

程度の負担になっている101。 こういった点にも公

的支援の有無が反映しているといえる。

3.ブ ラジル人学校のカリキュラム

大泉町のブラジル入学校のうち PR校 のカリ

キュラムを第 4表に示した。就学前および 1～ 4

学年は学級担任による指導, 5～ 8学年は教科担

任による指導を基本としている。「情幸R」 はコン

ピュータ指導のことをさしているc日 本語 。日本

文化 (第 4表では,「 日語 。日文化」 と表示)の

領域を設けている点に日本のブラジル人学校とし

ての特色が見いれるほかは,教科・領域の構成は

ほぼブラジル本国と大差がないといえよう (文部

省,1996)。 今津・松本 (2001)で 紹介されてい

る D校および E校のカリキュラムと似た構成に

なっているが,PR校の場合,外国語 として日本

語および英語のほかにスペイン語を 1学年から課

している点はユニークなものになっている。 ま

た,芸術領域として PR校では美術を設けている

が,H校では音楽も設けており,学校によつてカ

リキュラムは多少異なっている.

第 4表 に示 した PR校 のカ リキュラムは ,

8:30か ら16:00ま での正規の時間帯に展開され

る内容であるが,同校では保護者から希望があれ

ば朝は 7:30か ら夜は最大20:00ま で児童 。生徒

を預かるようにしているというら学校が児童・生

徒を長時間預かる機能をも果たしているのは PT

校 も同様で,PT校では朝 6:45か ら児童・生徒

を受け入れる体制を整えている。 こうした状況

は,い うまでもなく,両親ともに長時間労働に従

事する場合があることを示してお り,PR校 では,

約30パ ーセントの児童 。生徒が正規の時間外まで

学校に預けられているという11。 野元 (2002)に

よれば,ブラジル本国では児童・生徒の在校時間

は半日の場合が多いとのことであり, 日本のブラ

ジル入学校で児童・生徒の在校時間が長いこと

は,本国の一般的な傾向との大きな違いであると

いえよう12っ

ブラジル人学校における授業の進め方は,筆者

が観察し得た範囲では,い わゆる一斉指導場面は

見るれなかったc個別指導方式が一般的であり,

児童・生徒が教科書などの教材を用いた学習に各

自で取 り組み,教師が4固 別に点検 し,指示を与え

るという進め方が しばしば見られた。PR校 の場

合,1学年か喝8学年までは教師ひとりあたりの

児童・生徒数が個別指導方式に適切な範囲内にあ

ると思われるが,就学前児童の学級では児童43人

に対 して教師が 2人であり,内容によつては適切

な指導が困難なことも起 きて くるものと思われ

るっ

ただし,以上の説明はブラジル政府公認校に関

するものであり,全 日制のブラジル入学校の場合

である.RE校 のような「塾」の場合にはあては
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第 4表  PR校の各学年の生徒数と各教科時間数 (2000年 10月 )

学 年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年

生徒数 (人 ) 11 6

ポル トガル語 7 /

7

2

7 7 / 7 7

6

4

算数・数学 7 ７

一

３

7

歴 史 2 4

3地理 2

3

2

2

3

2

3

5

3

理科 3 4 5

体育 2 つ 2

英語 1 1 3

1

2

3

1日語・H文化 1 1

スベイン語 2 2

情報 つ ,
1 1

1美術 一　

一

３０

1 1 1

総授業数

注 1)PR校提供の資料により筆者作成

2)各教科 1時 間は45分 を基本とする。

まるない。RE校 は,日 本の公立小中学校に通い

ながら,1週間に 1～ 3回程度ポル トガル語によ

る教育も受けようという児童・生徒を主たる対象

としたいわば補習授業校である13)。 RE校 では
,

ポル トガル語のほか,ブラジル本国から取 り寄せ

た教科書を用いてブラジルの社会,理科などを教

えている。

Ⅳ.大泉町 にお けるブラジル人児童・ 生徒

の就学状況

1.公立小中学校における就学状況

日本に在住する外国人児童 。生徒に就学義務は

ないが,外国人登録をしている者は,希望すれば

当該市区町村の公立小中学校に就学することがで

きる。

大泉町には,公立小学校が 4校 ,公立中学校が

3校それぞれ設置されている (第 3図 )。 大泉町

教育委員会が公表 している資料によると,2000年

(平成12)5月 1日 現在, これらの公立小中学校

に在籍する児童・生徒数は合計3,836人である。

このうち,外国籍児童 。生徒数は290人 であ り,

全体の7.6パ ーセントに相当する。290人の国籍別

内訳を見ると,南米諸国が277人 であ り,外国籍

児童 。生徒の95パーセント以上を占めている。そ

の内訳はプラジル236人 ,ペ ルー30人,チ リ7人 ,

アルゼンチン2人 ,ボ リビア 2人 である。ブラジ

ル人児童 。生徒がもっとも多く,外国人児童・生

徒全体の約81パーセントを占めていることがわか

る (第 5表 )。

大泉町における1991年 (平成 3)以降の児童・

生徒数の推移を見ると,全児童・生徒数は,1991

年 (平成 3)5月 1日 現在で4.565人であ り,以
降毎年減少 し続けてきている。この減少は,全国

的な児童 。生徒数の減少傾向 (文部科学省,2001)

と一致するものといえよう。いっぽう,外国人児

童・生徒数は毎年増加傾向を示 してきてお り,こ

れは大泉町における外国人登録数の増加を背景に

したものであろう。 しかし,外国人児童・生徒数

は,1998年 (平成10)の 323人 をピークに減少に

転 じてお り,1999年 (平成H)305人 ,2000年
(平 成12)290人 ,2001年 (平成13)286人 と推移

している (第 5表 )。 この間,ブラジル人児童・

生徒数は,1998年 (平成10)の 272人から253人 ,

236人 ,そ して2001年 (平成13)に は,221人 にま
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第 5表 大泉町における外国人児童 。生徒の就学状況 (平成9～ 13年度,各年度 5月 1日 現在 )

年度 児童・生徒総数
外国籍児童・生

徒総数

外国籍児童・生

徒割合

南米国籍児童

生徒総数

ブ ラ ジ ル人児

童・生徒数

他の南米国籍児

童・生徒数

平成 9 4、212名 307名 7.3% 290名

4,113 272名 37名

3、 984

12 3.836 277

3,799 55

注)人泉町教育委員会の資料により筆者作成 ,
は未調査

で落ち込んできている。1998年 (平成10)以降外

国人児童 。生徒が減少している要因は,主 にブラ

ジル人児童 。生徒が減少しているためであると考

えいれる.ま た,こ の間,第 5表 に見るようにブ

ラジルを除く他の南米諸国の児童 。生徒数はむし

ろ増加 していることを考え合わせると,公立小中

学校における外国人とりわけブラジル人児童・生

徒数が減少している背景には、公立小中学校から

ブラジル人学校に相当数の児童 。生徒が転校 した

という事情があると推測される。

教育委員会の資料は,公立小中学校に在籍 して

いる外国人児童・生徒数を明らかにしているが ,

大泉町全体の外国人児童・生徒数については公表

していない。 ところが,新聞幸R道 14)に よると
,

外国人児童・生徒全体のうち公立小中学校にj重 つ

ている割合は,1998年 (平成10)74パ ーセント,

1999年 (平成11)68パーセント,2000年 (平成12)

56パ ーセントと年々減少してきていること,2000

年 (平成12)4月 1日 現在の外国人児童・生徒数

が全体で517人であることが明 %か にされている。

しかし,こ の数字はあくまでも外国人児童・生徒

全体を示 したものである。ブラジル人児童・生徒

に限定 した数字について教育委員会は公表 してい

ないが,筆者の試算によると2000年 (平成12)5

月現在449人 である15)。 したがって,2000年 (平

成12)5月 1日 時点で公立小中学校に在籍する236

人は,ブラジル人児童 。生徒の約53%に 当たると

推定 し得る。

2.ブ ラジル人学校における就学状況

大泉町の 4校のブラジル入学校で,それぞれの

学校に在籍する全児童・生徒のうち大泉町に在住

するブラジル人児童・生徒の数を確認 した16。 そ

の結果,PT校 とPR校では,事務担当者が学校

の内部資料を直接検索 し確認 した数として,そ れ

ぞれ43人 ,13人 という回答を得た。この両校は全

日制のブラジル入学校であるため,前述の公立小

中学校 との「ダブルスクール」はあり得ない。し

たがって,得 られた回答は,ブラジル人学校のみ

に通う児童・生徒数であると判断し得る。いっぽ

うCN校は全日制ブラジル人学校 としての機能を

持ちつつ,土曜日のみ 1週 間に 1回通ってくる児

童・生徒 もいるという。RE校の場合は「ダブル

スクール」のほうが一般的な状況である。こうし

た事情を考慮 し,CN校 とRE校の場合は,「 この

学校だけに通つてきている大泉町在住のブラジル

人児童・生徒の数」を尋ねた。その結果,それぞ

れの経営者が名簿を点検 し,CN校 が22人,RE
校が14人 という回答を得た (第 3表 )。

以上の調査結果から,大泉町在住のブラジル人

児童・生徒のうち,計92人がブラジル人学校のみ

に通っていると推測 し得る。これは,ブラジル人

児童・生徒全体の約20%に相当するといえる。こ

れらの中には大泉町の公立小中学校から転校 して

きた児童・生徒が多数いるとのことであるが,正

確な数は把握できなかった。

公立小中学校から転校 してきた日本語のできる

数名の児童・生徒に聞き取 りを行ったところ,中

には公立小中学校になじめないためブラジル人学

校に転校 してきたと語る者があった。また,ブラ

ジル本国に帰国したときに「落第」をしないため

に敢えてブラジル入学校を選択 したという者や ,
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将来はプラジルで大学に進学 したいと語る者など

があった。教育戦略としてブラジル入学校を選択

しているケースであるといえよう (志水・清水

2001)。

しかし,PR校の経営者の話によると,ブラジ

ル人学校の児童・生徒数は変動が激 しく,PR校
では毎月30人ていどの入れ替わりがあるというら

したがって,こ こで明らかになった数字は固定的

なものではない。

3.不就学状況

以上の検討から,大泉町に在住するブラジル人

児童 。生徒のうち公立小中学校に在籍する236人

とブラジル人学校に通っている92人は,そ の存在

が確認されている。 したがって,残 りの121人 の

児童 。生徒の存在形態がここでは問題になる。

大泉町教育委員会の担当者や大泉町住民の話な

どを総合すると,以下のようなケースのあること

が想定される。

(1)大 泉町で外国人登録をしているが,すで

に帰国している。

(2)大 泉町で外国人登録をしているが,国内

の他地域に居住 している.

(3)大 泉町に在住 しているが,以前からj重 っ

てきた託児所に学齢期 に達 した後 も引 き続 き

「残留」 し通い続けている (小 内,2003)。

(4, 大泉町に在住 しているが,他地域のブラ

ジル入学校に通っている。

(5)大 泉町に在住 してお り,かつ,い ずれの

学校にも就学 していない。

このようにさまざまなケースがあると想定され

るため,こ れらを一律に「不就学」や「不登校」

と断定的に扱うことには問題がある。これ場の実

態が不明である以上「掌握できない」あるいは

「未掌握J児童・生徒 と呼ぶのが,も っとも妥当

であると思われる。

(1)(2)は 大泉町に限れば当面の問題はな

いが,再 び大泉町に戻って くる可能性はある。

(3)は ,託児所に通い続ける期間が長引けば,

すなわち年齢が高 くなれば教育効果の点で問題が

起きてくると考えしれるが,当面は深刻な問題に

はなりにくいといえよう。 (4)は ,稀 なケース

であろうが,こ の状態で安定 しているのであれば

問題はないといえよう。児童 。生徒の人間形成上

大きな問題を含んでいると思われるのが,本来の

不就学である (5)の ケースである (新海 ら,

2001)。 当該地域住民にとっての不安材料にもな

るため,早急な実態解明が望 まれる17。 2002年

(平成14)に 入り大泉町教育委員会は,外国人登

録をしていてかつ公立小中学校に在籍 していない

外国人児童・生徒の実態を明らかにするために,

日本語指導助手などによる訪間調査を進めたとい

う。その結果,本来の意味での不就学児童 。生徒

は,全体の 5%て いどであることを明らかにして

いる18)。 しかし,前述のように,ブラジル人の居

住状況が登録とは無関係に流動的であるといわれ

るため, この 5%と いう数値を断定的に捉えるこ

とは危険であろう。

V.ブ ラジル人児童・ 生徒 をめ ぐる教育の

新 たな展 開

1.大泉町における NPOに よるブラジル人学校

設立計画

日本のブラジル人学校は一般に日本政府や当該

自治体の支援がない状況の中で運営されてきてい

るが,大泉町では近年,ブラジル人児童 。生徒の

不就学を解消することを目的に,新たな設置計画

のあるブラジル入学校 (以下「新ブラジル人学

校」と記す)の経営主体に対 して公的支援をする

ことが検討されている。支援の対象になっている

のは2001年 (平成13)7月 に NPOと して認可 さ

れた大泉国際教育技術普及センター (以下「セン

ターJと 記す)である19)汽

センター理事長の T氏 によると,計画 してい

る新ブラジル人学校は,既設の cN校を発展的に

解消させ,ブラジル政府公認校としての条件を備

えると同時に,カ リキュラムに関 しては日本語教

育も重視 して日本の高等学校や大学に進学できる

学力をブラジル人児童・生徒に保証 していくこと

をめざす,と いう。また,学校の敷地や校舎など

について町当局の支援を得ることができれば,授

業料を児童・生徒ひとりあたり月 1～ 2万 円以内

にしたいともいう。

新ブラジル人学校が実現すれば,従来のブラジ
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ル入学校や日本の一般的公立小中学校に見られた

次のような問題点を一挙に解決することになり,

画期的なものになると思われる。

(1)従 来のブラジル入学校の授業料は保護者

にとって大きな経済的負担になってきた。この

点を考慮 し,新ブラジル人学校では授業料負担

をできるだけ少なくすることによつて,ブラジ

ル人児童・生徒が学校により通い易い条件を整

えようとしているc

(2)従 来のブラジル入学校では日本語教育が

不十分なため, 日本に定住 しようとするブラジ

ル人児童 。生徒にとって適切なカリキユラムを

用意 してきたとはいえないc新ブラジル人学校

は,ポ ル トガル語 と日本語をともに重視する

「バ イリンガル教育Jを実施することにより,

ブラジル人としてのアイデンテ イテ イを保持 し

つつ日本での定住の可能性をも追求しようとし

ている。

(1)と (2)は ,同時に実行 されることに

よって初めて有意義なものになるはずである。

(2)で いう「バイリンガル教育Jの実行は,従

来のブラジル入学校と比較 してひとりひとりの児

童 。生徒にとつて学習の負担が大きくなるばか り

か,新ブラジル人学校にとつては教員スタツフの

増員が不可欠である。 したがって,関係者の計画

への理解とともに,(1)の 町当局や関係企業な

どによる支援があって初めて実現 し得る計画であ

るといえよう。

2.公立学校における「ポルトガル語コース」設

置の可能性

新ブラジル人学校計画の完全な実現は容易では

ないと思われる。 しかし,既存の公立小中学校に

「ポル トガル語 コース」 (仮称)を 設置すること

は,関係者の理解さえあれば困難なことではない

であろう。

ここでいう「ポル トガル語コース」とは,既存

の公立小中学校に主としてポル トガル語で教育を

進めていくコースを併設するというものである。

あるいは,既存の公立小中学校を発展的に解消さ

せて新たにインターナショナルスクールを設置

し,そ こに日本語 コース,中 国語 コース,英語

コース, スペ イン語コースなどとともにポルトガ

ルコースも設置するというものであるら既存の国

立大学附属学校を全面的に改組 して実験的にこの

ような学校を設置することでもよいであろう。い

ずれにしても,教育の国際化を実現させていくた

めにも,ひ とつの学校の中で複数の言語による教

育が並行 して進められていくしくみを作 り上げて

いくことが望ましいと考えられる。これは,言い

換えればひとつの学校の中で異なる言語 。文化を

持つ児童・生徒が共生することであり,真の教育

の国際化であるといえる.

このようなしくみを備えた学校は,国内の一般

的学校では見当たらないが,海外日本人学校の中

ではオーストラリアのシドニー日本人学校がこれ

に該当すると思われるuシ ドニー日本人学校では

同一の学校内に日本人学級 (「 日本語コースJ)と

国際学級 (「英語コース」)が設置され,さ いに技

能系教科などでは両学級 (コ ース)合同授業が実

施されている (国 光,2000)。

シ ドニー日本人学校の事例は,日 本の学校に

「ポル トガル語コース」を設置するという考え方

が理念としては十分に成立することを示 している

といえよう。 しかも,「 ポル トガル語コース」の

設置にあたつて施設面での新たな予算措置は不要

であろう。公立小中学校 においては全国的に児

童・生徒数の減少に伴って「空き教室」が発生 し

ているため,それらを活用することが可能だから

である。「ポル トガル語コースJの教員スタツフ

や児童 。生徒も大泉町ではブラジル入学校にすで

に存在 している。 したがって,「 ポル トガル語

コースJ設置にあたつて最も必要なことは地域住

民の理解 。支持であると考えられる20'こ 教育関係

者の中には,公立中学校生徒とブラジル入学校生

徒とが交流する場面を積極的に設ける授業実践を

試みているケースもある (神 部,2002)。 こうし

た取 り組みは教育の国際化そして共生をめざすう

えできわめて意義あるものと思われ,地域住民の

支持 。理解を得ていくために今後も多面的に展開

されるべきであろう。

Ⅵ.ま とめ

本研究では,1990年 代以降の日本におけるブラ
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ジル人の外国人登録状況を踏まえつつ,ブラジル

入学校およびブラジル人児童・生徒の動向を群馬

県大泉町での現地調査結果をもとに述べてきた。

その結果は次のようにまとめられる。

(1)日 本では,1990年 (平 成 2)6月 から施

行 された「出入国管理及び難民認定法」 によ

り, 日系人三世・三世には「日本人の配偶者

等Jや「定住者」といった就労に制限のない在

留資格が与えられた。その結果,2000年 (平成

12)12月 現在約25万 人のブラジル人が日本で生

活するにいたっているが,彼 らは.北関東,中

部地方の東海および中央高地,近畿地方内陸部

などの製造業の盛んな地域周辺に集住する傾向

がある。

(2)こ うしたブラジル人の集住を背景に,1990

年代半ば頃から日本においてはプラジル人学校

が設置されるようになり,2001年 (平成13)9
月現在,ブラジル政府が公認 したものだけでも

20校 を数えるに至っている。その結果ブラジル

人の多くは,児童 。生徒の就学先を教育戦略に

よって選択することが可能となってきている。

(3)群 馬県大泉町および周辺では,それぞれ

設置背景や経営方針の異なる4校のブラジル人

学校が設置されている.2000年 (平成12)現在

で筆者がブラジル人児童・生徒の就学状況を実

態調査にもとづいて推定 したところ,公立小中

学校に通つている者が約53パ ーセント,ブラジ

ル入学校のみに通つている者が約20パ ーセント

であることがおおよそ明らかとなった。残 りの

27パ ーセントの児童 。生徒に関しては,現時点

でその動向が十分には掌握できていない。

(4)大 泉町では,ブラジル人が日本に定住す

ることを念頭に置いた新 しいタイプのブラジル

人学校を NPOに よって設置することが模索 さ

れているが,未解決の諸問題が多く,計画の実

行には至っていない。

付記

2000年および2001年 の現地での資料収集において

は, 大泉町教育委員会,ブ ラジル入学校関係者をはじ

め多くの方々に便宜を図っていただいた。本稿をまと

める過程では,奈良教育大学佐野誠教授から法律関係

事項について教示をいただき,同渡邊一保教授には英

文要旨を校閲いただいた。また,田淵五 ←生教授から

は全般的な励 ましをいただくとともに,文献1又集に関

して使宜を図っていただいた。この場を借 ヤ)て ,以上

の方々に謝意を表したい。本稿の骨子は,日 本国際理

解教育学会第ll回 大会 (2001年 6月 ,筑波大)におい

て日頭発表 した。

圧

1)法務省のホームページによる。

http:〃www.m“ go.jp/ 2005年 12月 25日 検索

2)愛知県安城市に事務局が置かれている。

3)本研究でブラジル人といった場合,ブ ラジルから

来日している者であっても日本国籍を有する者やブ

ラジル・日本の二重国籍者は除外している。彼らは

在留許可の対象にならず外国人登録の義務 もないの

で統計に反映されず (池上,2001),資 料的には取

りLげることが困難である。また, 日本における外

国人の居住に目を向ける場合.不法滞在者 (ま たは

不法残留者)の存在を抜 きには議論することができ

ない。 しかし,法務省の資料 (法務省入国管理局 ,

2001)か ら試算 した結果によると,南 米から来日し

ている外国人であっても,ブ ラジル人の場合は登録

割合が98パーセント以上と推定され,い っぽう,ペ
ルー人の場合は日本に居住している者のうち不法滞

在者の割合が約15パ ーセントを占めると推定 され

る。それぞれの外国人が登録 している市区町村と実

際の li‐ 所が完全に一致 しているとは考えにくいが ,

ブラジル人に関する外国人登録資料は,他の国々と

比較 して研究資料としての信頼性が高いといえる。

4)2000年 (平成12)12月 現在の市区町村別 。国籍別

外国人登録数資料はほとんどの県が公表 している

が,公表手段や公表条件などでいくらかの違いが見

られる。本研究で取 り 11げ た12都県の中では,静岡

県と二重県がホームページ上で完全な資料を公表し

ている。いっぽう,岐阜県はこの資料の取 りまとめ

自体を行っていないため,県 としては公表 していな

い。茨城県,栃 木県,群馬県,埼玉県, Tヽ 葉県,神

奈川県,長野県,愛知県,滋賀県は,担当部署を通

して公表 している。ただし,千葉県、神奈川県,愛

知県は,登録数の多い国籍分のみを公開している。

また,滋賀県は登録数が一定数に満たない市区町村

は空白にしている。なお,財団法人入管協会 (2001)

のデータと各県のデータは一致 していないが,こ れ

は集計時期の不一致が原因であると思われる。
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http:〃www.pК f,mic.jP/ 2003年 4月 1日 検索

http:〃www,pκ f.Shizuoka.jp/ 2003年 4月 1日 検索

5)大泉町国際交流課の資料による。 人数は各年とも

12月 末日現在であるc

6)ブ ラジル本国から派遣されている参事官。

7)こ こでいう教職とは,日 本の小学校から大学に相

当する各学校段階の教員のことをさしている。

8)適正なカリキュラムを有することのほか,8教室

以上の規模を有すること,コ ンピュータルームと体

育用スペースを有すること,教員の中に必ずブラジ

ル本国で心理学を修めた者がいることなどが公認の

条件 となっている。

9)2001年 (平成13)3月 および 7月 に,愛知県豊橋

市の E校 ,二重県鈴鹿市の A校 をそれぞれ訪問調

査 した。

10)文部科学省がホームページ (各種統討J青報の欄 )

で公表している資料によると, 日本の公立中学校の

場合給食費の保護者負担額は平成12年 度全国平均で

4,429円 である。

http:〃www,mext.go.jp/ 2003年 4月 1日 検索

11)PT校 では,夏期長期休業の期間が,2000年 (平

成12)度の場合 8月 6日 から8月 19日 までであり、

これも両親の長時間労働を老慮 してのことであると

いう。

12)安西 (2000)力 滞召介しているサンバウロ市内の私

立学校の場合,5学 年児童の授業時間は,朝 6:45

または 7:45か ら12:15ま での時間帯でiユ 5日 間に

50分授業を計27時 間分こなしている。確かに「半

日Jで あるが,朝の登校時刻が早いので日本の一般

的学校 ヒ授業時間数に関して人差はないc

13)RE校の「月謝Jは , 1週間に 1回通う場合で8、 000

円, 2回で16,000円 ,3回 で24,000円 である。大泉

町の公立小中学校の夏期体業期間中は, ほぼ毎 日

「通塾」する児童・生徒もいるという。

14)上毛新聞2000年 (平成12)7月 7日 付け掲載記事

による。この記事の見出しには「半数弱が不登校」

と言己さオtて いる。

15)財団法人入管協会 (2001)の 資料を用いて,2000

年 (平成12)12月 時点での群馬県全体のプラジル人

登録数に占める就学年齢相当の児童・生徒数の割合

を求めたところ,10.1パ ーセントであった。大泉町

におけるプラジル人の登録数にこの数字を掛けて算

出した。

16)2000年 (平成12)10月 にそれぞれの学校に訪問 し

て調査を実施 した。

17)不 就学はプラジル本国ではけっして珍 しい状況で

はないようであ り,野元 (2002)に よると,約 3分

の 1の 児童・生徒が 8年 間の義務教育である初等学

校を修了できない状況にあるという。ブラブル人の

一般的就学状況は日本と大きく異なっている面があ

る∩こうした差異が起きる背景には,ブ ラジルでは

制度的に「落第」があるためといえよう。ちなみ

に,江原 (2004)に よると,近年のプラジルでは就

学率が向 Lし てきているという。

18)大泉町教育委員会の資料による。

19)大泉国際教育技術普及センターの設立趣旨や背景

などについては,小内・酒井 (2001)に 詳 しい。ち

なふに,経営主体を NPOと することによって,企

業などからの寄 IJを 得ることも容易になるという。

20)セ ンター理事長の T氏 によると,公立学校 に

「ポルトガル語コース」を設置することは望ましい

が,そのための最大の課題は,地域住民の理解・支

持を得ることであるという。このことは,大泉町に

多数の外国人が居住 しているが,実態は「すみわ

け」であ ヤ),地 域住民の意識 としてけっして真の

「共生」 を望んでいるわけではないことを示 してい

る。
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The Development of Brazilian Schools
and the Education of Brazilian Children in Japan:

With Special Reference to Oizumi-machi, Gunma Prefecture

IWAMOTO. Hiromi*

Key words I Brazilian schools in Japan, Japanese Brazilian children.

Oizumi-machi. geography of education

A lot of Brazilians of Japanese descent have come to live in Japan as so called guest or immigrant

workers since 1990. As of 2000, the number of those registered Brazilians amounts to about 250000

throughout Japan. Since most of them have families with children and end up staying in Japan for a long

time, they share the burden of their education with the authorities of local communities where they live.

The purpose ol' this study is to make clear the number of Brazilians with the alien registration and

the distribution of Brazilian schools in Japan, and the education of Brazilian children in Oizumi-machi,

Gunma prefecture. Oizumi-machi is a self-governing town where the ratio of the number of Brazilians

with alien registration to the population of the town is highest.

The results of this study are as follows:

1 . As a result of legislative change in June 1990. second and third generation Japanese Brazilians have

been given residential eligibility with special work permit. Consequently, as of December 20(X), there

are as many as about 250000 Brazilians living in Japan. They have a tendency to concentrate in areas

such as northern part of Kanto district, central highland of Chuubu district, Toukai district, and the

midland of Kinki district where manut'acturing industries are thriving.

2 . As they came to live together in the same communities on a large scale, the communities have started

to establish schools for Brazilians since the middle of 1990s; as of September 2001, the number of

such schools as approved by the Brazilian government stands at 20. Many of them, therefore, have a

choice between local Japanese schools and Brazilian schools, depending upon their vision of their

children's future.

3 . There are four Brazilian schools with different backgrounds and educational policies in Oizumi-machi

and its vicinity. The result of the present investigation into the education of Brazllian children living

in this area reveals that about 53 ak of them go to local public elementary or junior high schools and

about 207o go to Brazilian schools and the rest remain unknown.

* Nara University of Education
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